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は
じ
め
に 『

韓
非
子
』

中
国
古
代
に
お
け
る
「
諫
詳
」
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
次
の
よ
う
な
明
快
な
図
式
的
理
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
儒
家
の
「
諫
詳
」
は
、
父
子

間
の
「
諫
詳
」
と
君
臣
間
の
「
諫
諄
」
と
に
大
別
さ
れ
、
『
論
語
』

や
『
孟
子
』
の
時
代
か
ら
『
荀
子
』
や
『
孝
経
』
の
時
代
に
至
る

ま
で
の
間
に
、
父
子
間
の
「
諫
詳
」
の
あ
り
方
は
、
穏
や
か
に
非

を
悟
す
「
微
諫
」
か
ら
厳
し
く
正
す
「
強
諫
」
へ
と
変
化
し
、
逆

に
、
君
臣
間
の
「
諫
詳
」
は
、
「
強
諫
」
か
ら
「
微
諫
」
へ
変
化
し

た
、
と
（
注
1
)
0

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
理
解
に
は
幾
つ
か
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
主
と
し
て
先
秦
時
代
の
「
諫

諄
」
を
問
題
と
し
て
お
り
、
漢
代
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
十
分
な

考
察
を
行
な
っ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
出
土
資
料
の
発

見
に
伴
な
っ
て
、
諸
書
の
成
立
時
期
に
再
考
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ

の

「
諫
詳
」

に
つ
い
て

本
章
で
は
、
『
韓
非
子
』
に
お
け
る
「
諫
評
」
の
全
体
的
な
特
徴

に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
き
た
い
。
端
的
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
『
韓

一
、
『
韓
非
子
』
に
お
け
る
「
諌
詳
」
の
特
徴

り（注
2
)
、
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
の
時
代
と
、
『
荀
子
』
や
『
孝
経
』

の
時
代
と
い
っ
た
時
代
区
分
自
体
に
問
題
が
感
じ
ら
れ
る
点
で
あ

る
。
第
三
は
、
墨
家
や
法
家
等
、
儒
家
以
外
の
「
諫
詳
」
に
つ
い

て
の
考
察
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
う
し
た
諸
問
題
の
内
、
法
家
思
想
の
「
諫

詳
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
具
体
的
に
は
『
韓

非
子
』
の
「
諫
諄
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
と

し
た
い
（
注
3
)
。
以
下
、
第
一
章
に
お
い
て
『
韓
非
子
』
の
「
諫
評
」

の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
、
第
二
章
に
お
い
て
臣
下
と
「
諫
詳
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
、
第
三
章
に
お
い
て
君
主
と
「
諫
諄
」
と

の
関
係
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

前

川

正

名
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非
子
』
の
「
諫
詳
」
は
君
臣
間
の

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
韓
非
子
』
で
は
、
儒
家
系
の
文
献
に
お
い
て
し
ば
し
ば
問
題

と
な
る
、
父
子
間
に
お
け
る
「
諫
詳
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ

な
い
。
確
か
に
、
「
五
嚢
」
に
見
る
直
射
説
話
は
、
『
論
語
』
に
同

様
の
説
話
が
取
ら
れ
て
い
る
た
め
、
『
韓
非
子
』
に
お
け
る
父
子
間

の
「
諫
詳
」
の
例
と
し
て
、
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
例
え
ば
「
六
反
」
で
は
、

母
之
愛
子
也
倍
父
、
父
令
之
行
於
子
者
十
母
。
吏
之
於
民
無

愛
、
令
之
行
於
民
也
万
父
母
。
積
愛
而
令
窮
、
吏
威
厳
而
民

聴
従
。
厳
愛
之
策
、
亦
可
決
突
。
（
母
の
子
を
愛
す
る
や
父
に

倍
す
、
父
の
令
の
子
に
行
な
わ
る
る
や
母
に
十
す
。
吏
の
民

に
於
け
る
や
愛
無
し
、
令
の
民
に
行
な
わ
る
る
や
父
母
に
万

す
。
積
愛
し
而
し
て
令
窮
し
、
吏
威
厳
に
し
て
而
し
て
民
聴

従
す
。
厳
愛
の
策
、
亦
決
す
可
し
。
）

と
、
い
わ
ゆ
る
徳
治
で
は
な
く
法
の
優
位
性
を
と
く
。
こ
の
様
な

一
文
が
あ
る
た
め
か
、
「
『
論
語
』
で
は
直
射
の
行
為
は
否
定
さ
れ
、

『
韓
非
子
』
で
は
直
射
の
行
為
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
」
と
い
っ
た

意
見
が
あ
る
（
注
4
)
0

し
か
し
な
が
ら
、
直
射
説
話
そ
の
も
の
は
、

「
諫
詳
」
に
極
限
さ
れ
て
い
る

楚
人
有
直
射
、
其
父
窃
羊
、
而
謁
之
吏
。
令
手
日
、
殺
之
。

以
為
直
於
君
、
而
曲
於
父
。
報
而
罪
之
。
以
是
観
之
、
夫
君

之
直
臣
、
父
之
暴
子
也
。
（
楚
人
に
直
射
と
い
う
も
の
有
り
、

其
の
父
羊
を
窃
み
、
而
し
て
之
を
吏
に
謁
ぐ
。
令
手
日
く
、

之
を
殺
せ
、
と
。
以
為
え
ら
く
君
に
直
な
り
、
而
れ
ど
も
父

に
曲
な
り
。
報
じ
而
し
て
之
を
罪
せ
り
。
是
を
以
て
之
を
観

れ
ば
、
夫
の
君
の
直
臣
は
、
父
の
暴
子
な
り
。
）

と
「
君
の
直
臣
は
、
父
の
暴
子
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
み
で

あ
る
。
あ
く
ま
で
「
孝
」
と
「
忠
（
こ
こ
で
は
直
）
」
と
が
相
反
す

る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
事
実
を
告
げ
、
後
文
に
て
直
射
を
処
罰
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
悪
影
響
が
出
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
直
射
の
行
動
を
肯
定
も
否
定
も
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は

最
終
的
に
は
君
主
の
権
力
の
も
と
に
「
孝
」
を
収
束
さ
せ
よ
う
と

の
意
図
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
説
話
そ
の
も
の
は
、
「
孝
」

や
「
忠
」
の
先
後
を
示
す
も
の
で
は
な
い
（
注
5
)
0

『
韓
非
子
』
の
主
題
は
あ
く
ま
で
「
君
臣
間
に
関
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
父
子
間
の
「
諫
詳
」
に
関
す
る
言
及
を
し

な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

同
様
の
理
由
に
よ
り
、
『
韓
非
子
』
に
は
夫
妻
間
の
「
諫
詳
」
に

つ
い
て
の
記
述
も
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
『
白
虎
通
義
』
は
、
妻

か
ら
夫
へ
の
「
諫
評
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
韓

(30) 
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非
子
』
は
多
く
の
説
話
を
収
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
妻

間
の
「
諫
評
」
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
点
が
『
韓
非
子
』
の
「
諫
諄
」
に
つ
い
て
の
第
一
の

特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
注
6
)
0

そ
の
た
め
か
、
『
韓
非
子
』
に
は
、
そ
も
そ
も
「
諫
詳
」
に
つ
い

て
の
明
快
な
定
義
を
下
し
た
部
分
が
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
諫

諄
」
自
体
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
君
臣
間
の
「
諫

詳
」
の
み
が
論
ず
べ
き
「
諫
詳
」
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
（
注
7
)
0

二
、
忠
臣
と
「
諫
詳
」
と

と
こ
ろ
で
、
「
諫
諄
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
そ

こ
に
は
二
つ
の
視
点
が
必
要
と
な
る
。
『
韓
非
子
』
の
場
合
に
つ
い

て
言
う
な
ら
ば
、
「
諫
詳
」
す
る
側
（
臣
下
）
と
「
諫
詳
」
さ
れ
る

側
（
君
主
）
と
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
ま
ず
臣
下
と
「
諫
詳
」
と

い
う
観
点
か
ら
考
察
を
進
め
た
い
。

統
治
術
が
有
効
に
作
用
し
た
結
果
を
の
べ
る
記
述
と
し
て
、
「
姦

劫
試
臣
」
の
一
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。

人
主
誠
明
於
聖
人
之
術
、
而
不
拘
於
世
俗
之
循
名
実
而

定
是
非
、
因
参
験
而
審
言
辞
。
是
以
左
右
近
習
之
臣
、
知
偽

詐
之
不
可
以
得
安
也
（
中
略
）
百
官
之
吏
、
亦
知
為
姦
利
之

不
可
以
得
安
也
（
中
略
）
安
危
之
道
、
若
此
其
明
也
、
左
右

安
能
以
虚
言
惑
主
、
而
百
官
安
敢
以
貪
利
漁
下
。
是
以
臣
得

陳
其
忠
而
不
蔽
、
下
得
守
其
職
而
不
怨
、
此
管
仲
之
所
以
治

斉
、
而
商
君
之
所
以
強
秦
也
。
（
人
主
誠
に
聖
人
の
術
に
明
ら

か
に
し
、
而
し
て
世
俗
の
言
に
拘
わ
ら
ず
、
名
実
に
循
い
而

し
て
是
非
を
定
め
、
参
験
に
因
り
而
し
て
言
辞
を
審
か
に
せ

ん
か
。
是
を
以
て
左
右
近
習
の
臣
、
偽
詐
の
以
て
安
き
を
得

可
か
ら
ざ
る
を
知
り
（
中
略
）
百
官
の
吏
も
、
亦
姦
利
を
為

す
の
以
て
安
き
を
得
可
か
ら
ざ
る
を
知
り
（
中
略
）
安
危
の

道
、
此
の
若
く
其
れ
明
か
な
ら
ば
、
左
右
安
ん
ぞ
能
＜
虚
言

を
以
て
主
を
惑
わ
し
、
而
し
て
百
官
安
ん
ぞ
敢
て
貪
利
を
以

て
下
を
漁
ら
ん
や
。
是
を
以
て
臣
は
其
の
忠
を
陳
ぶ
る
を
得

て
而
し
て
蔽
わ
れ
ず
、
下
は
其
の
職
を
守
る
を
得
て
而
し
て

怨
み
ず
、
此
れ
管
仲
の
斉
を
治
め
し
所
以
に
し
て
、
而
し
て

商
君
の
秦
を
強
く
せ
し
所
以
な
り
。
）

こ
こ
で
は
、
人
主
が
「
聖
人
の
術
に
明
ら
か
」
で
、
「
世
俗
の
言

に
拘
わ
ら
」
な
い
で
、
「
名
実
に
循
」
っ
て
、
「
参
験
に
因
」
っ
て

「
言
辞
を
審
か
に
」
し
た
な
ら
ば
、
左
右
近
習
の
臣
や
百
官
の
吏

は
、
「
偽
詐
」
や
「
姦
利
」
を
な
す
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
知
る
、

と
す
る
。
更
に
続
け
て
、
「
安
危
の
道
」
が
明
ら
か
な
ら
ば
、
「
虚

(31) 
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言
」
で
「
主
を
惑
わ
」
す
こ
と
や
、
百
官
が
「
貪
利
」
を
「
漁
」

る
こ
と
は
無
い
と
す
る
（
注
8)°

つ
ま
り
、
法
や
術
が
用
い
ら
れ
た

な
ら
ば
、
姦
臣
が
減
り
、
忠
臣
が
励
む
よ
う
に
な
る
、
と
す
る
の

で
あ
る
。
一
方
、
忠
臣
と
「
諫
諄
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
＋
過
」
で
、

七
日
、
離
内
遠
遊
、
而
忽
於
諫
士
、
則
危
身
之
道
也
。
八
日
、

過
而
不
聴
於
忠
臣
、
独
行
其
意
、
則
滅
高
名
、
為
人
笑
之
始
也
。

（
中
略
）
十
日
、
国
小
無
礼
、
不
用
諫
臣
、
則
絶
世
之
勢
也
。

（
七
に
日
く
、
内
を
離
れ
遠
く
遊
び
、
而
し
て
諫
士
を
忽
せ
に

す
る
は
、
則
ち
身
を
危
う
く
す
る
の
道
な
り
。
八
に
日
く
、
過

ち
て
而
し
て
忠
臣
に
聴
か
ず
、
独
り
其
の
意
を
行
な
う
は
、
則

ち
高
名
を
滅
ぼ
し
、
人
の
笑
と
為
る
の
始
な
り
。
（
中
略
）
十

に
日
く
、
国
小
く
し
て
礼
無
く
、
諫
臣
を
用
い
ざ
る
は
、
則
ち

世
を
絶
つ
の
勢
な
り
。
）

と
、
君
に
と
っ
て
身
を
滅
ぼ
し
国
を
滅
ぼ
す
原
因
と
な
る
十
種
類

の
過
ち
の
中
で
、
三
種
類
に
「
諫
詳
」
に
関
係
す
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
諫
士
を
忽
せ
に
し
」
「
忠
臣
に
聴
か
ず
」
「
諫

臣
を
用
い
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
君
と
し
て
あ
る
ま
じ
き

こ
と
だ
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
説
林
下
」
の
晋
の
中
行
文
子
の
事
例
で
は
、

と
、
臣
下
の
役
目
の
―
つ
に
、
「
諫
詳
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

晋
中
行
文
子
出
亡
、
過
於
縣
邑
。
従
者
日
、
此
薔
夫
公
之
故

人
、
公
槃
不
休
舎
且
待
後
車
。
文
子
日
、
吾
嘗
好
音
、
此
人

遺
我
鳴
琴
、
吾
好
城
、
此
人
遺
我
玉
環
、
是
不
振
我
過
者
也
、

以
求
容
於
我
者
、
吾
恐
其
以
我
求
容
於
人
也
。
乃
去
之
。
（
晋

の
中
行
文
子
出
亡
し
て
、
縣
邑
に
過
ぎ
る
。
従
者
日
く
、
此

の
薔
夫
は
公
の
故
人
な
り
、
公
槃
ぞ
休
舎
し
て
且
つ
後
車
を

待
た
ざ
る
、
と
。
文
子
日
く
、
吾
嘗
て
音
を
好
む
、
此
の
人

我
に
鳴
琴
を
遺
る
、
吾
城
を
好
む
、
此
の
人
我
に
玉
環
を
遺

る
、
是
れ
我
が
過
を
振
わ
ざ
る
者
に
し
て
、
以
て
容
れ
ら
れ

ん
こ
と
を
我
に
求
む
る
者
な
り
、
吾
其
の
我
を
以
て
容
れ
ら

れ
ん
こ
と
を
人
に
求
め
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
、
と
。
乃
ち

之
を
去
る
。
）

と
、
有
力
者
に
お
も
ね
る
人
の
も
と
を
去
っ
た
話
を
採
っ
て
い
る
。

逆
説
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
も
の
の
、
「
諫
詳
」
を
し
て
く
れ
る
者

を
善
い
人
物
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
外
儲
説
左
」
で
は
、

桓
公
問
置
吏
於
管
仲
。
日
（
中
略
）
犯
顔
極
諫
、
臣
不
如
東

郭
牙
。
請
立
以
為
諫
臣
。
（
桓
公
吏
を
置
く
こ
と
を
管
仲
に
問

う
。
日
く
（
中
略
）
顔
を
犯
し
極
諫
す
る
は
、
臣
東
郭
牙
に

如
か
ず
。
請
う
立
て
て
以
て
諫
臣
と
為
さ
ん
。
）

(32) 
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以
上
の
例
よ
り
、
臣
下
に
よ
る
「
諫
詳
」
の
重
要
性
、
及
び
「
諫

評
」
と
「
忠
」
と
の
結
び
つ
き
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、

臣
の
「
忠
」
た
る
所
以
の
―
つ
に
「
諫
詳
」
（
を
す
る
か
否
か
）
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
9
)
。
も
っ
と
も
、
『
韓
非
子
』
の
主
張

す
る
「
忠
」
は
、
『
論
語
』
等
の
儒
家
系
文
献
に
見
ら
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
「
ま
ご
こ
ろ
」
と
い
う
「
忠
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
忠
臣
」
と
し
て
の
要
件
の
―
つ
に
「
諫
詳
」
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

三
、
君
主
と
「
諌
諄
」
と

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
臣
下
の
「
諫
詳
」
を
、
君
主
の
側
は
、

如
何
に
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
本

章
で
は
、
君
と
「
諫
詳
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

『
韓
非
子
』
に
関
す
る
従
来
の
研
究
で
は
、
そ
の
統
治
術
に
主

眼
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
君
主
そ
の
も
の
に
対
す
る
言

及
が
余
り
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
以
下
の
例
文
等
に
起
因
す
る

と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
守
道
」
に
、

故
設
押
非
所
以
備
鼠
也
、
所
以
使
怯
弱
能
服
虎
也
。
立
法
非

所
以
備
曾
史
也
、
所
以
庸
主
能
止
盗
妬
也
。
（
故
に
押
を
設
＜

る
は
鼠
に
備
う
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
、
怯
弱
を
し
て
能
＜

虎
を
服
せ
し
む
る
所
以
な
り
。
法
を
立
つ
る
は
曾
史
に
備
う

る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
、
庸
主
を
し
て
能
＜
盗
妬
を
止
め
し

む
る
所
以
な
り
。
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
「
法
を
立
」
て
れ
ば
「
庸
主
」
で
も
「
盗
妬

を
止
め
」
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
（
注
l
O
)
0

ま
た
、
「
難
勢
」
に
見
る
一
文
は
、
聖
王
と
し
て
の
尭
．
舜
、
暴

君
と
し
て
の
架
・
紺
を
登
場
さ
せ
て
、
凡
庸
な
君
（
こ
こ
で
は
「
中
」
）

に
つ
い
て
言
及
す
る
。

尭
舜
架
紺
、
千
世
而
一
出
。
是
比
肩
随
踵
而
生
也
。
世
之
治

者
、
不
絶
於
中
。
吾
所
以
為
言
勢
者
中
也
。
中
者
上
不
及
尭

舜
、
而
下
亦
不
為
架
紺
、
抱
法
処
勢
則
治
、
背
法
去
勢
則
乱
。

今
廃
勢
背
法
而
待
尭
舜
、
尭
舜
至
乃
治
、
是
千
世
乱
而
一
治

也
。
抱
法
処
勢
而
待
架
紺
、
架
紺
至
乃
乱
、
是
千
世
治
而
一

乱
也
。
（
尭
舜
架
紺
は
、
千
世
に
し
て
而
し
て
一
た
び
出
づ
。

是
れ
比
肩
随
踵
し
而
し
て
生
る
る
な
り
。
世
の
治
者
、
中
に

絶
え
ず
。
吾
が
勢
を
言
う
を
為
す
所
以
の
者
は
中
な
り
。
中

と
は
、
上
尭
舜
に
及
ば
ず
、
而
し
て
下
亦
架
紺
為
ら
ず
、
法

を
抱
き
勢
に
処
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
法
に
背
き
勢
を
去
れ
ば

則
ち
乱
る
。
今
勢
を
廃
し
法
に
背
き
而
し
て
尭
舜
を
待
つ
は
、

尭
舜
至
ら
ば
乃
ち
治
ま
ら
ん
も
、
是
れ
千
世
乱
れ
而
し
て
一

た
び
治
ま
る
な
り
。
法
を
抱
き
勢
に
処
り
而
し
て
架
紺
を
待
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つ
は
、
架
紺
至
ら
ば
乃
ち
乱
れ
ん
も
、
是
れ
千
世
治
ま
り
而

し
て
一
た
び
乱
る
る
な
り
。
）

こ
こ
で
は
、
「
尭
」
や
「
舜
」
と
い
っ
た
「
上
」
の
者
で
は
な
い

も
の
の
、
「
架
」
や
「
紺
」
と
い
っ
た
「
下
」
の
者
で
も
な
い
、
言

わ
ば
「
中
」
の
者
で
あ
れ
ば
、
「
法
を
抱
き
勢
に
処
れ
ば
」
治
め
る

こ
と
が
出
来
る
と
す
る
。
し
か
し
、
「
難
剪
」
の
一
文
に
お
い
て
、

架
紺
が
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
凡
庸
と
い
っ
て
も
そ

こ
に
は
限
度
が
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
君
と
「
諫
詳
」
と
の
関
わ
り
か
ら
見
た
場
合
、
架
・

紺
と
凡
庸
の
君
と
の
境
界
線
、
つ
ま
り
、
凡
庸
の
君
と
し
て
の
下

限
は
ど
の
辺
り
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
注
11)0

ま
ず
、
臣
か
ら
の
「
諫
評
」
を
受
け
入
れ
て
成
功
す
る
例
で
あ

る
。
「
諫
詳
」
に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
は
最
も
一
般
的
で
あ
る
た
め
、

一
例
を
あ
げ
る
に
留
め
る
。
「
説
林
上
」
に
、
土
地
を
求
め
た
智
伯

に
対
し
て
、
土
地
を
出
し
渋
っ
た
魏
宣
子
を
任
章
が
諫
め
、
敢
え

て
土
地
を
譲
る
こ
と
に
よ
り
、
智
伯
を
自
滅
さ
せ
た
話
が
あ
る

（注
12)0

次
は
、
「
諫
詳
」
を
聞
き
入
れ
ず
失
敗
す
る
例
で
あ
る
。
「
諫
詳
」

を
受
け
入
れ
て
成
功
す
る
例
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
「
諫
詳
」

に
ま
つ
わ
る
話
と
し
て
は
多
い
。
「
内
儲
説
下
」
に
、
脊
僅
と
長
魚

矯
と
が
、
権
力
を
持
ち
す
ぎ
た
家
臣
を
撃
つ
よ
う
に
、
晋
の
腐
公

を
諫
め
る
が
、
し
か
し
、
諫
め
を
聴
か
ず
に
半
端
な
政
策
を
取
っ

た
た
め
、
属
公
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
話
が
あ
る
（
注
1
3
)
0

ま
た
、
「
外
儲
説
左
上
」
に
は
、
購
張
の
諫
め
を
い
れ
ず
、
渡
河

中
の
楚
軍
を
撃
つ
こ
と
を
た
め
ら
い
、
そ
の
結
果
、
戦
に
負
け
、

公
自
身
も
戦
傷
を
負
い
そ
の
傷
が
も
と
で
死
ん
で
し
ま
う
、
と
い

う
宋
襄
の
仁
の
話
が
あ
る
。

こ
の
説
話
の
真
意
は
、
君
主
自
身
が
個
人
的
な
仁
義
を
行
な
う

こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
「
諫
詳
」
自
体
に
焦
点
が
お
か
れ
て

い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
「
諫
詳
」
を
聞
き
入
れ
ず

国
を
危
う
く
し
た
例
の
―
つ
で
あ
る
（
注
1
4
)
0

一
方
、
「
諫
詳
」
を
聞
き
入
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
成
功
す
る

わ
け
で
は
な

V
、
良
く
な
い
「
諫
評
」
を
聞
き
入
れ
て
失
敗
し
た

例
も
あ
る
。
例
と
し
て
「
内
儲
説
上
」
に
見
る
、
叔
孫
と
竪
牛
と

の
話
が
あ
げ
ら
れ
る
。
長
文
の
た
め
粗
筋
を
記
す
に
留
め
、
原
文
、

及
び
書
き
下
し
文
は
省
略
す
る
。

魯
相
叔
孫
に
は
壬
と
い
う
子
が
い
た
が
、
竪
牛
の
奸
計
に
よ
っ

て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
叔
孫
に
は
丙
と
い
う
子
も
い
た
が
、

竪
牛
の
奸
計
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
叔
孫
の
死
後
、

竪
牛
は
叔
孫
の
死
を
誰
に
も
知
ら
せ
ず
、
叔
孫
の
宝
を
持
ち
逃
げ

し
て
し
ま
う
。

こ
の
話
の
真
意
は
、
臣
の
言
を
「
参
験
」
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
諫
詳
」
と
言
う
よ
り
は
「
進
言
（
證
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言
）
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
臣
下
か
ら
の
良
く
な
い

意
見
を
聞
き
入
れ
て
失
敗
し
た
例
で
あ
ろ
う
。

次
は
、
「
諫
評
」
を
聞
き
入
れ
て
失
敗
す
る
話
の
反
対
で
、
「
諫

評
」
を
受
け
入
れ
ず
に
成
功
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
「
内
儲
説
上
」

に
、
撃
臣
が
諫
め
る
な
か
、
治
安
を
重
視
し
て
、
囚
人
（
脊
靡
）

と
左
氏
の
町
と
を
交
換
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
最

後
は
衛
の
嗣
君
の
心
意
気
に
感
じ
た
魏
王
は
無
報
酬
で
囚
人
を
帰

し
て
し
ま
う
（
注
15)0

同
じ
く
「
諫
詳
」
を
受
け
入
れ
ず
に
成
功
し
た
話
と
し
て
「
外

儲
説
左
上
」
の
、
晋
の
文
公
が
原
を
攻
め
た
時
、
士
大
夫
と
約
束

し
た
期
限
に
城
が
落
ち
な
か
っ
た
た
め
、
草
臣
が
諫
め
る
な
か
、

落
城
を
目
前
に
し
な
が
ら
も
引
き
返
し
た
、
と
い
う
話
が
あ
る

（注
1
6
)
0

こ
の
二
例
の
逸
話
の
中
で
、
「
諫
詳
」
し
た
臣
は
、
『
韓
非
子
』

の
い
う
と
こ
ろ
の
姦
臣
で
は
な
く
、
む
し
ろ
君
や
国
を
思
う
忠
臣

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
「
左
氏
の
町
」
や
「
原
」
と
い
っ
た
目
先
の
利

益
を
思
う
が
故
に
生
じ
た
「
諫
評
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
臣
下
か

ら
の
「
諫
詳
」
を
正
し
く
な
い
「
諫
評
」
で
あ
る
と
見
極
め
、
退

け
た
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
忠
臣
か
ら
の
「
諫
詳
」
で
あ
っ
て
も
、
良
い
「
諫

詳
」
も
あ
れ
ば
、
悪
い
「
諫
詳
」
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
諫
詳
」

の
是
非
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他
な
ら
ぬ
君
主
で

あ
る
（
注
17)°

し
か
し
、
「
諫
評
」
の
是
非
を
見
分
け
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

「
外
儲
説
右
上
」
で
は
、
尭
が
舜
に
天
下
を
譲
ろ
う
と
し
た
時

に
、
「
舜
に
譲
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
諫
め
た
縣
や
共
工
を
誅
し
た

話
を
載
せ
る
。
そ
の
後
に
、

仲
尼
聞
之
日
、
尭
之
知
舜
之
賢
、
非
其
難
者
也
、
夫
至
乎
誅

諫
者
必
伝
之
舜
、
乃
其
難
也
。
一
日
、
不
以
其
所
疑
敗
其
所

察
則
難
也
。
（
仲
尼
之
を
聞
き
て
日
く
、
尭
の
舜
の
賢
を
知
る

は
、
其
の
難
き
者
に
非
ざ
る
な
り
、
夫
の
諫
者
を
誅
し
必
ず

之
を
舜
に
伝
う
る
に
至
り
て
は
、
乃
ち
其
の
難
き
な
り
。
一

に
日
く
、
其
の
疑
う
所
を
以
て
其
の
察
す
る
所
を
敗
ら
ざ
る

は
則
ち
難
き
な
り
、
と
。
）

と
、
孔
子
の
言
を
以
て
、
尭
・
舜
禅
譲
説
話
の
中
で
賢
者
を
見
抜
く

こ
と
よ
り
、
正
し
く
な
い
諫
め
を
切
り
捨
て
る
方
が
難
し
い
こ
と

を
説
く
。

ま
た
、
「
人
主
」
で
は
、

昔
、
関
龍
逢
説
架
、
而
傷
其
四
肢
、
王
子
比
干
諫
紺
、
而
剖

其
心
、
子
脊
忠
直
夫
差
、
而
誅
於
属
鍍
。
此
三
子
者
、
為
人

臣
非
不
忠
、
而
説
非
不
当
也
。
然
不
免
於
死
亡
之
患
者
、
主

不
察
賢
智
之
言
、
而
蔽
於
愚
不
肖
之
患
也
。
今
、
人
主
非
肯
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用
法
術
之
士
、
聴
愚
不
肖
之
臣
、
則
賢
智
之
士
、
執
敢
当
三

子
之
危
、
而
進
其
智
能
者
乎
。
（
昔
、
関
龍
逢
架
を
説
き
、
而

し
て
其
の
四
肢
を
傷
ら
れ
、
王
子
比
干
紺
を
諫
め
、
而
し
て

其
の
心
を
剖
か
れ
、
子
脊
夫
差
に
忠
直
し
、
而
し
て
属
鍍
に

誅
せ
ら
る
。
此
の
三
子
は
、
人
臣
と
為
り
て
忠
な
ら
ざ
る
に

非
ず
、
而
し
て
説
当
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
な
り
。
然
る
に
死
亡

の
患
を
免
れ
ざ
る
は
、
主
賢
智
の
言
を
察
せ
ず
、
而
し
て
愚

不
肖
に
蔽
わ
る
る
の
患
な
り
。
今
、
人
主
肯
え
て
法
術
の
士

を
用
う
る
に
非
ず
し
て
、
愚
不
肖
の
臣
に
聴
か
ば
、
則
ち
賢

智
の
士
、
執
か
敢
え
て
三
子
の
危
に
当
た
り
、
而
し
て
其
の

智
能
を
進
む
る
者
な
ら
ん
や
。
）

と
あ
り
、
比
干
等
が
殺
さ
れ
た
の
は
、
比
干
が
忠
臣
で
な
か
っ
た

の
で
は
な
く
君
が
愚
者
小
人
に
だ
ま
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
禍
い
と

し
、
大
臣
や
近
臣
の
訴
え
を
聞
き
入
れ
ず
、
自
分
の
力
で
正
当
の

意
見
を
選
び
出
す
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
限
り
、
法
術
の
士
の
方

か
ら
死
の
危
険
を
お
か
し
て
、
君
主
に
進
言
す
る
こ
と
な
ど
出
来

な
い
、
と
す
る
。

ま
た
、
「
亡
徴
」
で
は
、

根
剛
而
不
和
、
複
諫
而
好
勝
、
不
顧
社
稜
、
而
軽
為
自
信
者
、

可
亡
也
。
（
根
剛
に
し
て
而
し
て
和
せ
ず
、
諫
に
複
り
て
而
し

て
勝
つ
こ
と
を
好
み
、
社
稜
を
顧
み
ず
、
而
し
て
軽
々
し
く

子
産
者
子
国
之
子
也
。
子
産
忠
於
鄭
君
。
子
国
誰
怒
之
日
、

夫
介
異
於
人
臣
、
而
独
忠
於
主
、
主
賢
明
能
聴
汝
、
不
明
将

不
汝
聴
。
聴
与
不
聴
、
未
可
必
知
、
而
汝
已
離
於
翠
臣
、
離

於
露
臣
、
則
必
危
汝
身
突
、
非
徒
危
己
也
、
又
且
危
父
突
。

（
子
産
は
子
国
の
子
な
り
。
子
産
鄭
君
に
忠
な
り
。
子
国
之

を
誰
怒
し
て
日
く
、
夫
れ
人
臣
に
介
異
し
て
、
而
し
て
独
り

主
に
忠
な
ら
ん
か
、
主
賢
明
な
ら
ば
能
＜
汝
に
聴
か
ん
、
不

明
な
ら
ば
将
に
汝
に
聴
か
ざ
ら
ん
と
す
。
聴
か
る
と
聴
か
れ

ざ
る
と
、
未
だ
必
ず
し
も
知
る
可
か
ら
ず
し
て
、
而
し
て
汝

が
あ
る
。
更
に
、
こ
の
一
文
の
後
に
続
け
て
、

為
し
て
自
ら
信
ず
る
者
は
、
亡
ぶ
可
き
な
り
。
）

と
、
忠
言
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
君
主
で
は
駄
目
だ
と

す
る
。
同
様
の
こ
と
を
臣
下
側
か
ら
言
っ
た
も
の
と
し
て
「
外
儲

説
左
」
の
、

疸
文
子
喜
直
言
。
武
子
撃
之
以
杖
。
夫
直
鏃
者
、
不
為
人
所

容
、
無
所
容
則
危
身
、
非
徒
危
身
、
又
将
危
父
。
（
疸
文
子
直

言
を
喜
む
。
武
子
之
を
撃
つ
に
杖
を
以
て
す
。
夫
れ
直
誰
す

る
者
は
、
人
の
容
る
る
所
と
為
ら
ず
、
容
る
る
所
無
く
ん
ば

則
ち
身
を
危
く
し
、
徒
に
身
を
危
く
す
る
の
み
に
非
ず
、
又

将
に
父
を
危
く
せ
ん
と
す
。
）
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『
韓
非
子
』
は
、
法
治
主
義
の
理
想
を
説
き
、
凡
庸
の
君
で
も

国
を
統
治
で
き
る
と
す
る
。
為
政
者
は
有
徳
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
徳
治
主
義
と
比
較
し
て
、
君
主
に
対
す
る
要
求
は
一

お
わ
り
に

已
に
禁
臣
に
離
れ
ん
、
革
臣
に
離
る
れ
ば
、
則
ち
必
ず
汝
の

身
を
危
く
せ
ん
、
徒
に
己
を
危
く
す
る
の
み
に
非
ず
、
又
且

に
父
を
危
う
く
せ
ん
と
す
、
と
。
）

と
あ
り
、
「
諫
評
（
こ
こ
で
は
直
言
）
」
す
る
難
し
さ
を
述
べ
る
（
注
1
8
)
0

架
・
紺
が
天
子
た
り
え
た
の
は
「
勢
」
が
あ
る
か
ら
、
孔
子
が
天

子
で
な
い
の
は
「
勢
」
が
な
い
か
ら
、
と
す
る
。
し
か
し
、
「
勢
」

が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
架
や
紺
は
最
終
的
に
は
天
子
で
な

く
な
る
。
こ
れ
は
関
龍
逢
や
比
干
等
、
暴
君
を
諫
め
た
臣
が
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
諫
評
」
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
諫
詳
」
の
取
捨
の
是
非
こ
そ
が
、
凡
庸
な
君

と
し
て
の
下
限
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
諫
諄
」
．
に
は
良
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
悪
い
も
の
も
あ
る
。
そ

の
「
諫
詳
」
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
君
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
是
非
を
見
極
め
ら
れ
る
か
否
か
が
、
『
韓
非
子
』
に

お
け
る
君
と
し
て
の
必
要
条
件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

見
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
「
諫
諄
」
と
い
う
側
面
か
ら
『
韓
非
子
』
を
見
た
場
合
、

特
に
君
臣
関
係
を
利
害
関
係
と
割
り
切
っ
て
し
ま
う
が
故
に
、
最

終
的
な
責
任
は
常
に
君
主
側
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

忠
臣
に
よ
る
「
諫
諄
」
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
「
諫
諄
」
に
は
、
良

い
も
の
も
あ
れ
ば
、
悪
い
も
の
も
あ
る
。
君
主
自
ら
が
良
い
「
諫

詳
」
と
悪
い
「
諫
詳
」
と
を
見
分
け
、
正
し
く
取
捨
し
て
い
か
な

け
れ
ば
、
統
治
に
支
障
を
来
す
の
で
あ
る
。
凡
庸
で
良
い
と
い
い

な
が
ら
も
、
そ
の
下
限
は
か
な
り
高
い
水
準
が
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

(
1
)
「
諫
詳
」
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

林
秀
一
「
儒
家
の
諫
争
論
に
つ
い
て
ー
特
に
子
が
父
を
諫
争
す
る

場
合
を
中
心
に
ー
」
（
『
東
京
支
那
学
報
』
十
二
、
東
京
支
那
学
会
、

一
九
六
六
年
）
。

花
房
卓
爾
「
中
国
に
お
け
る
諫
争
お
よ
び
諫
争
論
の
展
開
(
-
)
．

（
二
）
・
（
三
）
」
（
『
哲
学
』
二
十
五
・
ニ
十
六
・
ニ
十
七
、
広
島
哲
学

会
、
一
九
七
三
・
一
九
七
四
・
一
九
七
五
年
）
。

森
熊
男
「
儒
家
の
諫
争
論
ー
そ
の
変
化
の
背
景
ー
」
（
『
研
究
集

録
』
四
十
、
岡
山
大
学
教
育
学
部
、
一
九
七
四
年
）
。

注
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小
倉
芳
彦
「
直
諫
の
構
造
」
（
『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

二
十
七
、
学
習
院
大
学
文
学
部
、
一
九
八
一
年
）
。

前
川
正
名
「
『
白
虎
通
義
』
諫
詳
篇
に
就
い
て
ー
漢
代
に
於
け
る
「
諫

詳
」
の
一
側
面
ー
」
（
『
待
兼
山
論
叢
（
哲
学
篇
）
』
三
十
五
、
二

0
0

一年）。
尚
、
「
諫
詳
」
に
は
、
「
諫
詳
」
と
は
別
に
「
諫
争
」
の
語
も
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
孝
経
』
の
章
名
や
『
白
虎
通
義
』
の
篇
名
が
「
諫
評
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
詳
」
の
字
を
使
用
し
、
原
文
に
「
諫
争
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
「
諫
詳
」
で
統
一
す
る
。

(
2
)
先
行
研
究
（
主
と
し
て
森
熊
男
氏
）
は
、
『
論
語
』
、
『
孟
子
』
、
『
荀

子
』
、
『
孝
経
』
の
順
番
で
書
物
が
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
前
提
と

し
て
論
を
展
開
す
る
。
し
か
し
、
近
年
、
儒
家
系
の
出
土
資
料
が
相

次
い
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
新
出
土
資
料
の
研
究
成
果
に
よ

っ
て
、
既
存
の
文
献
の
成
立
時
期
が
修
整
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

特
に
『
孝
経
』
は
、
大
別
し
て
も
、
先
秦
成
立
説
と
漢
代
（
前
漢
）

成
立
説
の
二
説
が
あ
り
、
成
立
時
期
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
3
)
本
稿
は
、
『
韓
非
子
』
各
篇
の
成
立
に
関
し
て
、
木
村
英
一
氏
の
『
法

家
思
想
の
研
究
』
（
弘
文
堂
書
房
、
一
九
四
四
年
）
に
従
う
。

木
村
英
一
氏
は
、
『
韓
非
子
』
各
篇
の
成
立
に
関
し
て
「
一
、
大
体

韓
非
の
自
著
ら
し
い
も
の
」
、
「
二
、
韓
非
一
派
の
論
難
答
問
を
集
め

た
も
の
」
、
「
三
、
比
較
的
早
期
の
韓
非
子
後
学
の
手
に
成
っ
た
篇
」
、

「
四
、
黄
老
思
想
を
取
り
入
れ
た
比
較
的
晩
い
韓
非
子
後
学
の
作
る

所
」
、
「
五
、
そ
の
他
の
比
較
的
晩
い
後
学
の
作
る
所
」
、
「
六
、
韓
非

学
派
の
伝
え
た
説
話
集
」
、
「
七
、
韓
非
一
派
以
外
の
手
に
成
り
、
編

纂
の
時
、
過
っ
て
若
し
く
は
故
意
に
韓
非
子
の
書
中
に
採
収
せ
る
も

の
」
の
七
つ
に
分
類
す
る
。
但
し
、
本
稿
は
「
「
諫
詳
」
の
成
立
と
展

開
」
と
い
う
親
点
よ
り
、
秦
末
漢
初
の
書
と
し
て
『
韓
非
子
』
を
用

い
て
い
る
た
め
、
韓
非
子
の
自
著
か
否
か
に
つ
い
て
は
余
り
注
意
を

要
し
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
で
は
主
に
、

二
」
、
孤
憤
・
説
難
・
和
氏
・
姦
去
試
臣
・
五
嚢
・
顕
学
。

「
二
」
、
難
一
、
難
ニ
・
難
三
・
難
四
・
難
勢
・
問
辮
・
問
田
・
定
法
。

「
三
」
、
愛
臣
・
有
度
・
ニ
柄
・
八
姦
•
十
過
・
亡
徴
・
三
守
・
備
内
・
南

面
・
飾
邪
・
説
疑
・
詭
使
・
六
反
・
八
説
・
八
経
・
忠
孝
・
人
主
。

「
六
」
、
説
林
上
・
下
、
内
儲
説
上
・
下
、
外
儲
説
左
上
・
左
下
・
右

上
・
右
下
、
十
過
。

の
各
篇
を
用
い
る
。

尚
、
本
稿
は
、
『
韓
非
子
』
の
底
本
に
乾
道
本
を
使
用
し
た
。
但
し
、

陳
奇
猷
『
韓
非
子
集
釈
』
等
の
諸
書
の
説
に
基
づ
き
、
適
宜
字
句
を

改
め
た
箇
所
が
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
注
記
を
省
い
た
。

(
4
)
飯
塚
由
樹
「
『
論
語
』
に
お
け
る
法
家
的
思
想
に
関
す
る
一
考
察
」

（
『
二
松
』
九
、
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
一
九
九
五
年
）

等。

(
5
)
松
尾
善
弘
氏
の
「
「
直
射
」
論
」
（
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀

要
（
人
文
社
会
科
学
編
）
』
四
十
二
、
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
、
一
九
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九
一
年
）
及
び
「
「
直
射
」
再
論
」
（
『
山
口
大
学
文
学
会
誌
』
四
十
八
、

山
口
大
学
文
学
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
れ
ば
、
直
射
説
話
は
、
法
家

と
儒
家
と
の
境
界
線
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
。
直
射
説
話

の
後
に
続
く
、
老
父
が
い
る
こ
と
を
理
由
に
戦
場
か
ら
逃
げ
た
兵
士

を
孔
子
が
誉
め
た
話
も
「
夫
父
之
孝
子
、
君
之
背
臣
也
」
と
結
論
づ

け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

こ
の
他
に
も
『
韓
非
子
』
に
お
け
る
「
諫
詳
」
の
特
徴
と
し
て
、

五
行
思
想
と
「
諫
詳
」
と
の
連
結
が
見
ら
れ
な
い
、
君
の
も
と
を
去

る
臣
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
等
、
幾
つ
か
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
そ
れ
ら
の
件
に
関
し
て
は
別
の
機
会
に
述
べ
た
い
。

(
7
)
例
え
ば
、
『
荀
子
』
で
は
「
臣
道
篇
」
に
お
い
て
、
ま
た
、
『
白
虎

通
義
』
で
は
「
諌
詳
篇
」
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
「
諫
詳
」

の
定
義
、
あ
る
い
は
説
明
を
し
て
い
る
。

(
8
)
類
似
の
例
と
し
て
、
明
主
の
道
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
「
難
一
」
の

一
文
、
「
設
民
所
欲
、
以
求
其
功
。
故
為
爵
禄
以
勧
之
、
設
民
所
悪
、

以
禁
其
姦
。
故
為
刑
罰
以
威
之
。
慶
賞
信
而
刑
罰
必
。
故
君
挙
功
於

臣
、
而
姦
不
用
於
上
。
雖
有
竪
弓
、
其
奈
君
何
。
」
（
民
の
欲
す
る
所

を
設
け
、
以
て
其
の
功
を
求
む
。
故
に
爵
禄
を
為
し
て
以
て
之
を
勧

め
、
民
の
悪
む
所
を
設
け
、
以
て
其
の
姦
を
禁
ず
。
故
に
刑
罰
を
為

し
て
以
て
之
を
威
す
。
慶
賞
信
に
し
而
し
て
刑
罰
必
す
。
故
に
君
功

を
臣
に
挙
げ
、
而
し
て
姦
上
に
用
い
ら
れ
ず
。
竪
弓
有
り
と
雖
も
、

其
れ
君
を
奈
何
せ
ん
。
）
が
あ
る
。

(
9
)

「
諫
評
」
と
忠
臣
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
、
湯

浅
邦
弘
氏
の
「
「
忠
臣
」
の
思
想
ー
郭
店
楚
簡
『
魯
穆
公
問
子
思
』
に

つ
い
て
ー
」
（
『
漢
意
と
は
何
か
』
、
東
方
書
店
、
二

0
0
一
年
）
が
あ

る。

(10)
同
様
に
凡
庸
な
君
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
「
難
一
」
に
も
あ
る
。
「
舜

猶
不
以
此
説
尭
令
従
、
己
乃
射
親
。
不
亦
無
術
乎
゜
且
夫
以
身
為
苦
、

而
後
化
民
者
、
尭
舜
之
所
難
也
。
処
勢
而
矯
下
者
、
庸
主
之
所
易
也
。

将
治
天
下
、
釈
庸
主
之
所
易
、
道
尭
舜
之
所
難
、
未
可
与
為
政
也
。
」
み
ず
か

（
舜
猶
お
此
を
以
て
尭
を
説
き
て
従
ら
令
め
ず
し
て
、
己
乃
ち
射
親

ら
す
。
亦
術
無
き
に
あ
ら
ず
や
。
且
つ
夫
れ
身
を
以
て
苦
を
為
し
て
、

而
る
後
民
を
化
す
る
は
、
尭
舜
の
難
し
と
す
る
所
な
り
。
勢
に
処
り

て
而
し
て
下
を
矯
む
る
は
、
庸
主
の
易
し
と
す
る
所
な
り
。
将
に
天

下
を
治
め
ん
と
し
て
、
庸
主
の
易
し
と
す
る
所
を
釈
て
て
、
尭
舜
の

難
し
と
す
る
所
に
道
る
は
、
未
だ
与
に
政
を
為
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
）

(11)
本
稿
前
半
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
韓
非
子
』
は
「
諫

詳
」
の
定
義
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
為
、
「
進
言
」
、
「
忠
言
」
等
、
「
諫

諄
」
と
類
似
の
概
念
と
「
諫
詳
」
と
の
違
い
が
曖
昧
で
あ
る
。
本
稿

で
は
、
「
諫
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
、
話
の
流
れ
か
ら
明
確

に
「
諫
詳
」
と
分
か
る
も
の
、
を
中
心
に
例
と
し
て
用
い
た
。

(12)
智
伯
索
地
於
魏
宣
子
、
魏
宣
子
弗
予
。
（
中
略
）
任
章
日
、
無
故
索

地
、
隣
国
必
恐
、
彼
重
欲
無
厭
、
天
下
必
憚
。
君
予
之
地
、
智
伯
必

漿
而
軽
敵
、
隣
邦
必
憚
而
相
親
、
以
相
親
之
兵
、
待
軽
敵
之
国
、
則
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智
伯
之
命
不
長
芙
。
（
中
略
）
君
不
如
与
之
以
瞬
智
伯
、
且
君
何
釈
以

天
下
図
智
氏
、
而
独
以
吾
国
為
智
氏
質
乎
。
君
日
、
善
。
乃
与
之
万

戸
之
邑
。
智
伯
大
悦
、
因
索
地
於
趙
。
弗
与
、
因
園
晋
陽
。
韓
魏
反

も
と

之
外
、
趙
氏
応
之
内
、
智
氏
自
亡
。
（
智
伯
地
を
魏
宣
子
に
索
む
、

魏
宣
子
予
え
ず
。
（
中
略
）
任
章
日
く
、
故
無
く
し
て
地
を
索
め
ば
、

隣
国
必
ず
恐
れ
ん
、
彼
重
欲
厭
く
無
く
ん
ば
、
天
下
必
ず
憬
れ
ん
。

君
之
に
地
を
予
え
ば
、
智
伯
必
ず
験
り
而
し
て
敵
を
軽
ん
じ
、
隣
邦

必
ず
憚
れ
而
し
て
相
い
親
し
み
、
相
い
親
し
む
の
兵
を
以
て
、
敵
を

軽
ん
ず
る
の
国
を
待
た
ば
、
則
ち
智
伯
の
命
長
か
ら
ず
。
（
中
略
）
君

之
に
与
え
以
て
智
伯
を
瞬
ら
し
む
る
に
如
か
ず
、
且
つ
君
何
ぞ
天
下

を
以
て
智
氏
を
図
る
こ
と
を
釈
て
、
而
し
て
独
り
吾
が
国
を
以
て
智

氏
の
質
と
為
さ
ん
や
、
と
。
君
日
く
、
善
し
、
と
。
乃
ち
之
に
万
戸

の
邑
を
与
う
。
智
伯
大
い
に
悦
び
、
因
っ
て
地
を
趙
に
索
む
。
与
え

ず
、
因
っ
て
晋
陽
に
園
む
。
韓
魏
之
に
外
に
反
し
、
趙
氏
之
に
内
に

応
ず
、
智
氏
自
り
て
亡
ぶ
。
）

(
1
3
)
晋
腐
公
之
時
、
六
卿
貴
。
脊
憧
長
魚
矯
諫
日
、
大
臣
貴
重
、
敵
主

争
事
外
市
樹
党
、
下
乱
国
法
、
上
以
劫
主
、
而
国
不
危
者
、
未
嘗
有

也
。
公
日
、
善
。
乃
誅
三
卿
。
脊
憧
長
魚
矯
又
諫
日
、
夫
同
罪
之
人
、

偏
誅
而
不
尽
、
是
懐
怨
而
借
之
間
也
。
公
日
、
吾
一
朝
而
夷
三
卿
、

予
不
忍
尽
也
。
長
魚
矯
対
日
、
公
不
忍
之
、
彼
将
忍
公
。
公
不
聴
゜

居
三
月
、
諸
卿
作
難
、
遂
殺
属
公
、
而
分
其
地
。
（
晋
の
属
公
の
時
、

六
卿
貴
し
。
脊
憧
長
魚
矯
諫
め
て
日
く
、
大
臣
貴
重
に
し
て
、
主
に

敵
し
争
う
て
外
市
し
て
党
を
樹
つ
る
を
事
と
し
、
下
は
国
法
を
乱
り
、

上
は
以
て
主
を
劫
か
し
、
而
し
て
国
危
う
か
ら
ざ
る
者
は
、
未
だ
嘗

て
有
ら
ざ
る
な
り
。
公
日
く
、
善
し
、
と
。
乃
ち
三
卿
を
誅
す
。
脊

憧
長
魚
矯
又
諫
め
て
日
く
、
夫
れ
同
罪
の
人
を
、
偏
誅
し
而
し
て
尽

さ
ざ
る
は
、
是
れ
怨
を
懐
き
而
し
て
之
に
間
を
借
す
な
り
、
と
。
公

日
く
、
吾
一
朝
に
し
て
而
し
て
三
卿
を
夷
す
、
予
は
尽
く
す
に
忍
び

ざ
る
な
り
、
と
。
長
魚
矯
対
え
て
日
く
、
公
之
に
忍
び
ず
は
、
彼
将

に
公
に
忍
び
ん
と
す
、
と
。
公
聴
か
ず
。
居
る
こ
と
三
月
に
し
て
、

諸
卿
難
を
作
し
、
遂
に
属
公
を
殺
し
、
而
し
て
其
の
地
を
分
つ
。
）

(14)
宋
襄
公
与
楚
人
戦
於
琢
谷
上
。
宋
人
既
成
列
突
、
楚
人
未
及
済
。

右
司
馬
購
彊
趨
而
諫
日
、
楚
人
衆
而
宋
人
寡
、
請
使
楚
人
半
渉
、
未

成
列
而
撃
之
必
敗
。
襄
公
日
、
寡
人
聞
、
君
子
不
重
傷
、
不
檎
二
毛
、

不
推
人
於
険
、
不
迫
人
於
廊
、
不
鼓
不
成
列
。
今
楚
未
済
而
撃
之
害

義
。
請
使
楚
人
畢
渉
成
陣
、
而
後
鼓
士
進
之
。
右
司
馬
日
、
君
不
愛

宋
民
、
腹
心
不
完
、
特
為
義
耳
。
公
日
、
不
反
列
且
行
法
。
右
司
馬

反
列
。
楚
人
已
成
列
撰
陣
突
。
公
乃
鼓
之
。
宋
人
大
敗
、
公
傷
股
、

三
日
而
死
。
（
宋
の
襄
公
楚
人
と
琢
谷
の
上
に
戦
う
。
宋
人
既
に
列
を

成
し
、
楚
人
未
だ
済
る
に
及
ば
ず
。
右
司
馬
購
彊
趨
り
而
し
て
諫
め

て
日
く
、
楚
人
衆
＜
而
し
て
宋
人
寡
し
、
請
ふ
楚
人
を
し
て
半
ば
渉

ら
し
め
、
未
だ
列
を
成
さ
ざ
る
に
而
し
て
之
を
撃
た
ば
必
ず
敗
ら
ん
、

と
。
襄
公
日
く
、
寡
人
聞
く
、
君
子
は
傷
を
重
ね
ず
、
二
毛
を
檎
に

せ
ず
、
人
を
険
に
推
さ
ず
、
人
を
匝
に
迫
ら
ず
、
列
を
成
さ
ざ
る
に

(40) 



3309 

鼓
さ
ず
。
今
楚
未
だ
済
ら
ず
而
し
て
之
を
撃
た
ば
義
を
害
せ
ん
。
請

う
楚
人
を
し
て
畢
＜
渉
り
陣
を
成
さ
し
め
、
而
る
後
士
を
鼓
し
て
之

を
進
め
ん
、
と
。
右
司
馬
日
く
、
君
宋
の
民
を
愛
さ
ず
、
腹
心
完
か

ら
ず
し
て
、
特
に
義
を
為
す
の
み
。
公
日
く
、
列
に
反
ら
ず
ん
ば
且

に
法
を
行
な
わ
ん
と
す
。
右
司
馬
列
に
反
る
。
楚
人
已
に
列
を
成
し

て
陣
を
撰
る
。
公
乃
ち
之
に
鼓
す
。
宋
人
大
い
に
敗
れ
、
公
股
を
傷

け
、
三
日
に
し
て
而
し
て
死
す
。
）

(15)
衛
嗣
君
之
時
、
有
脊
靡
、
逃
之
魏
、
因
為
襄
王
之
后
治
病
。
衛
嗣

君
聞
之
、
使
人
請
以
五
十
金
買
之
。
五
反
而
魏
王
不
予
。
乃
以
左
氏

易
之
。
翠
臣
左
右
諫
日
、
夫
以
一
都
買
脊
靡
、
可
乎
。
王
日
、
非
子

之
所
知
也
。
夫
治
無
小
而
乱
無
大
、
法
不
立
而
誅
不
必
、
雖
有
十
左

氏
無
益
也
。
法
立
而
誅
必
、
雖
失
十
左
氏
無
害
也
。
（
衛
の
嗣
君
の
時
、

脊
靡
有
り
、
逃
れ
て
魏
に
之
き
、
因
り
て
襄
王
の
后
の
為
に
病
を
治

す
。
衛
の
嗣
君
之
を
聞
き
、
人
を
し
て
五
十
金
を
以
て
之
を
買
わ
ん

と
請
わ
し
む
。
五
反
し
て
而
れ
ど
も
魏
王
予
え
ず
。
乃
ち
左
氏
を
以

て
之
れ
を
易
え
ん
と
す
。
翠
臣
左
右
諫
め
て
日
く
、
夫
れ
一
都
を
以

て
詈
靡
を
買
う
は
、
可
な
ら
ん
や
、
と
。
王
日
く
、
子
の
知
る
所
に

非
ざ
る
な
り
。
夫
れ
治
は
小
と
す
る
こ
と
無
く
而
し
て
乱
は
大
と
す

る
こ
と
無
し
、
法
立
た
ず
而
し
て
誅
必
せ
ず
ば
、
十
左
氏
有
り
と
雖

も
益
無
き
な
り
。
法
立
ち
而
し
て
誅
必
せ
ば
、
十
左
氏
を
失
う
と
雖

も
害
き
な
り
、
と
。
）

(16)
晋
文
公
攻
原
。
褒
十
日
糧
、
遂
与
大
夫
士
期
十
日
、
至
原
。
十
日

而
原
不
下
。
撃
金
而
退
、
罷
兵
而
去
。
士
有
従
原
中
出
者
。
日
、
原

三
日
即
下
癸
。
翠
臣
左
右
諫
日
、
夫
原
之
食
喝
力
尽
癸
、
君
姑
待
之
。

公
日
、
吾
与
士
期
十
日
、
不
去
、
是
亡
吾
信
也
、
得
原
失
信
、
吾
不

為
也
。
遂
罷
兵
而
去
。
原
人
聞
日
、
有
君
如
彼
其
信
也
、
可
無
帰
乎
。

乃
降
公
。
（
晋
の
文
公
原
を
攻
む
。
十
日
の
糧
を
褒
み
、
遂
に
大
夫
士

と
十
日
を
期
し
、
原
に
至
る
。
十
日
に
し
て
而
し
て
原
下
ら
ず
。
金

を
撃
ち
て
而
し
て
退
き
、
兵
を
罷
め
而
し
て
去
る
。
士
原
の
中
よ
り

出
づ
る
者
有
り
。
日
く
、
原
は
三
日
に
し
て
即
ち
下
ら
む
。
翠
臣
左

右
諫
め
て
日
く
、
夫
の
原
の
食
喝
き
力
尽
き
ぬ
、
君
姑
＜
之
を
待
て
、

と
。
公
日
く
、
吾
士
と
十
日
を
期
す
、
去
ら
ず
ば
、
是
れ
吾
が
信
を

亡
う
な
り
、
原
を
得
て
信
を
失
う
こ
と
、
吾
為
さ
ざ
る
な
り
。
遂
に

兵
を
罷
め
而
し
て
去
る
。
原
人
聞
き
て
日
く
、
君
有
る
こ
と
彼
の
如

＜
其
れ
信
な
り
、
帰
す
る
無
か
る
可
け
ん
や
。
乃
ち
公
に
降
る
。
）

(17)
君
が
臣
の
意
見
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
例
と
し
て
「
難
一
」
の
晋

の
文
公
が
楚
を
攻
め
た
時
の
話
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
劣
勢
で
あ
っ

た
晋
の
文
公
が
、
舅
犯
と
苑
季
と
の
二
人
に
進
言
さ
せ
て
い
る
。
舅

犯
は
敵
の
襄
を
と
る
戦
略
を
、
薙
季
は
信
義
を
重
ん
じ
る
戦
略
を
そ

れ
ぞ
れ
述
べ
る
。
結
果
は
、
薙
季
の
意
見
を
善
し
と
し
な
が
ら
も
、

苑
季
の
意
見
を
用
い
ず
奥
犯
の
意
見
を
採
用
し
、
更
に
、
帰
国
後
の

論
功
行
賞
は
、
荊
季
を
先
に
し
た
、
と
い
う
二
重
三
重
に
ね
じ
れ
た

話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
真
意
は
、
説
話
の
後
に
述
べ
ら
れ
る
、
孔
子

が
誉
め
、
あ
る
人
（
韓
非
子
）
が
貶
す
と
い
う
部
分
に
あ
る
。
し
か

(41) 
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(18)
ま
た
、
「
難
言
」
や
「
説
難
」
は
、
必
ず
し
も
「
諫
諄
」
論
で
は
な

い
も
の
の
、
自
説
を
述
べ
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
難
し
さ
を

説
く
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
裏
を
返
せ
ば
、
ど
ん
な
に
良
い
進
言
で
も

様
々
の
理
由
（
王
の
取
り
巻
き
（
姦
臣
）
や
、
あ
る
い
は
王
自
身
の

才
能
の
問
題
等
）
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
難
い
こ
と
を
示
し
て
い

る。 し
、
君
が
臣
の
意
見
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

うつ。

(42) 


